
第５章 就学事務

１ 就学支援事務の根拠法令（学校教育法施行令の一部）

２ 特別支援学校就学や転学等に必要な書類

就学手続きの内容 小中学校 特別支援学校

就学先を決定する仕組みの改正 第５条 第11条

一般的な就学 第５条第１項 第11条第１項
（第11条の２）

居住地の変更による転入学 第６条第１号 第11条の３第１項

障害の状態等の変化よる特別支援学校から
小中学校への転学

第６条第３号

区域外の就学、転学等 第９条、第10条 第17条、第18条

視覚障害者等になった者の転入学
（小中学校→特別支援学校）

第６条第５号 第12条第２項

障害の状態等の悪化等による転入学 第６条第６号 第12条の２第２項
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【様式１号】

【様式２号】

１　「障害の種別」の欄は様式第６号「視覚障碍者等の判定報告書」の障害種名を転記する。
２　「保護者氏名」の欄は、児童生徒が施設等に措置されている場合は、保護者と施設長名を併記する。
３　必要に応じて行を挿入して作成する。
４　セルに文字が入らない場合は必要に応じて行の幅を調整しても良い。
５　列を加えること、列を削除することは行わないこと。

○○○教育委員会

様式６より 様式７より

障害の種

別･程度
入学希望校

医療的ケ
アの有無

おきなわ　はなこ おきなわ　はなえ

沖縄　花子 沖縄　花江

県全体通
番

空白で良
い

6

5

4

3

療育手帳A2

様式５号【保護者の意見等より】

備考(所持手帳の種
類および等級等）理由等

2

1

祖母

那覇市泉崎１丁

目２番２号県立
学校教育課特別

支援教育室

小１ 就学
美咲特別
支援学校

特別支援学校への就学を希
望します。

無

特別支援学校への就学について該当者通知一覧

生年月日 在籍学校名
学級種別

名

児童生徒

との関係
郵便番号 現住所通番 市町村名 該当者

ふ　 り　 が　 な　
氏名

性
別

新学年
就学・転

入・編入学

の区別
保護者
ふ　り　が　な

氏名

9008571例１ ○○市 知的一 女
平成25年
12月25日

家庭療
育
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【様式３号】

【様式４号】
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【様式５号】

【様式６号】
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【様式７号】

【様式８号】
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学齢簿の加除訂正の通知
特別支援学校在籍の児童生徒について、
住所、養育者等の変更がある場合、都道府県
教育委員会に通知。
特別支援学校では、必要書類等の記載内容を
変更する。

市町村教育委員会 沖縄県教育委員会

・様式１号 鑑
（変更の内容が分かるように作成）
・学齢簿（訂正後）

・通知文（鑑）
・学齢簿（写し）

県立特別支援学校
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森川特別支援学校の病院内訪問学級への転学手続き

市町村教育委員会は、小・中学校へ周知して下さい。

病弱・虚弱児童生徒の学習保障のために学籍変更が必要です。

市町村
教育委員会

保護者 学校 沖縄県
教育委員会

・様式第１号（鑑）
・様式第３号（学齢簿）
・様式４号（医師の診断書）
・様式５号（保護者の意見書）
・様式６号（視覚障害等判定報告書）
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県外からの就学手続きの場合

保護者

沖縄県教育委員会

市町村 市町村教育委員会

市町村就学支援委員会にて県立特別支援
学校該当者と判定された場合
様式１、２、３、４、５、６、７、８号

沖縄県就学支援委員会審議

市町村教育委員教育長、転学先学校長、保護者へ通知
（転学先学校名、学年、転学年月日）

高等部の転学は、前籍校のある都道府県教育委員会と沖縄県教育委員会が合議

転学先学校長は、県教委からの転学通知を受け、前籍校へ受け入れの通知と関係書類を請求

転居届け 学齢簿作成
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新年度の就学・転学手続きの流れ、年度途中の転学

沖縄県教育委員会

通知

※就学支援・相談は丁寧に
※手続きの日程や流れもきちんと説明する
※就学先決定後も柔軟な対応が求められます

市町村就学支援教育委員会
市町村教育委員会保護者・児童・生徒・学校

・様式１、２、３、４、5
7、8号を通知

沖縄県
就学支援委員会 答申

諮問

保護者

通知

市町村教育委員会 県立特別支援学校

審議

就学・転学に係る学校指定の通知
・特別支援学校へ就学
県教委より保護者へ学校指定通知

・認定特別支援学校就学者でない
市町村教育委員会より保護者へ学校指定通知

・特別支援学校小学部を卒業する者で特別支援学
校中学部に進学する者
県教委より中学部進学について通知
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